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１．計画の目的 

 本計画は大樹町水道事業坂下水源系（以下「本地区」という）の施設更新の方針を位置付けるものであり、

今後の施設更新等の必要性を検討し、将来的な維持管理も含めた最良な更新計画を策定するものである。 

２．更新の必要性 

本地区は、畑作酪農経営及び畜産経営が混在する地域であり、地域経済の発展に大きく寄与している。 

本地区の飲用水は、道営営農用水事業及び簡易水道事業により施設整備を行ったが、昭和 49 年～54 年に

整備された取水施設の老朽化が激しい。 

また、近年は、降雨時に原水の高濁度の発生頻度が多くなり、浄水処理不能や取水停止回数も多く発生し、

安定供給に苦慮している。また、耐用年数を超過している施設も多く、施設の機能停止や漏水量の増加によ

り上水の安定供給が危惧される状況にある。そのため、現在の日常生活や農業経営に必要な上水を安定的に

確保し、農業経営の合理化や生産性向上など、生活環境と営農環境の改善を図るため、既設施設の更新が必

要である。 

1） 坂下水源系 日最大給水量

現  況 計  画 

給水区分 数量 
日最大給水量 

（Ｌ/日） 
給水区分 数量 

日最大給水量 

（Ｌ/日） 

生

活

用

水 

一般使用者 550 人 137,500 一般使用者 530 人 132,500 

家

畜

用

水 

乳

用

牛 

成 牛 4,472 頭 

1,492,815 

乳

用

牛 

成 牛 4,791 頭 

1,555,440 

若 牛 2,700 頭 若 牛 2,963 頭 

仔 牛 580 頭 仔 牛 637 頭 

肉

用

牛 

成 牛 3,068 頭 
肉

用

牛 

成 牛 2,829 頭 

若 牛 682 頭 若  牛 638 頭 

仔 牛 252 頭 仔牛 232 頭 

馬 27 頭 馬 27 頭 

機

械

洗

浄 

トラクター 155 台 

54,675 

トラクター 155 台 

54,675 貨客乗用車 135 台 貨客乗用車 135 台 

そ の 他 149 台 そ の 他 149 台 

計 1,684,990 計 1,742,615 

現況に対する増減 57,625 
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３．現状 

 

  ３－１．対象地区の概要 

 

本地区は、畑作酪農経営及び家畜経営が混在する地域で、経営規模の拡大等によって水需要量も多

い地域である。給水開始から 49 年以上が経過し、取水施設や浄水場の老朽化が著しい。また、降雨

時における原水の高濁度により浄水処理が不安定となり、生活用水及び営農用水の安定供給に支障を

きたしている。 

 

 

  ３－２．施設の状況 

 

（１）坂下取水（頭首工） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           頭首工 全景               土砂吐き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           堰柱下部鉄筋露出            固定堰の摩耗 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 2 -



 

 

（２）坂下導水ポンプ場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                導水ポンプ場 全景 

 

 

（３）坂下浄水場 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      着水井・普通沈殿池              緩速ろ過池 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

       坂下配水池（既設）           坂下配水池（増設） 
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４．取水施設更新計画 

 
４－１．取水施設整備方針 

 

Ｒ５年度に調査した機能診断において、Ｓ－２判定(構造的安定性に影響を及ぼす変状がある)に

なった取水施設（頭首工）は、固定堰の洗堀、ひびわれ、鉄筋露出など老朽化が著しく、また、近年

は降雨時に高濁度が頻発し、原水水質悪化による浄水処理が不安定となることから、早急な更新が必

要である。 

   更新するにあたり取水地点として以下の２ケースを比較する。 

 

Case1 - 現位置で取水施設を更新。 

Case2 - 原水水質の影響が小さくなる上流地点（※）へ取水施設を移動。 

 

    ※ 農地からの濁水の流入を最小限に抑えるためには 5.0km上流へ移動が必要。 

 

      

 

次項に示す取水地点の比較表より、 

 

Case1（現位置で更新） 

降雨時の濁度の影響や背後地からの家畜糞尿等の汚水流入が解消できない。解消のためには、

浄水設備の追加が必要であり更に約 30億の費用が追加になる。 

集中豪雨による高濁度が頻発し、浄水処理が不能となり取水停止のリスクがある。高濁度が長

引けば給水区域全域の断水につながる。 

現位置では土砂堆積による清掃や、出水時にブロックが流出する被災を受けるなど維持管理に

苦労しているところであり状況は改善されない。 

また、現存施設を利用しながら改築更新を行う必要があるため現実的ではない。 

 

Case2（上流側に移設） 

計画取水量が確保できるか不透明であること、維持管理が現在より大変となり冬期間は困難で

あること、上流部は河床勾配がきつく流速が速いため、摩耗による老朽化が現在よりも早まるこ

とが想定される。また、国有林が隣接しており、環境保全面や自然環境保護面から立木の伐採や

土地の取得等が困難な場合も想定される。 

 

 

以上のことから、歴舟川に水源を新設するメリットはないため、歴舟川以外での水源も検討す

ることとしたが、代替え水源となりうる河川が近傍にないため、十勝中部広域水道企業団からの

分水（Case3）を含めて、経済性や維持管理等について検討する。 
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Case3（十勝中部広域水道企業団より分水） 

現位置で更新（Case1）に比べて、建設費用・維持管理費用の縮減が見込める。 

浄水処理された水を購入するため、将来的な水質悪化の懸念が解消され、安定的な水供給が可

能となる。 

土砂堆積による清掃や冬期間の取水管理が無くなるため、維持管理にかかる労力の減少が見込

まれる。 

 

 

 

 

検討の結果、総合的に費用の縮減が見込まれ、水質が安定で維持管理を軽減 

できる Case3(水道企業団より分水)を現取水施設の代替施設として決定する。 
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５．送配水施設更新計画 

 
本地区の水道施設は、取水・浄水施設のほか、配水池が３箇所、ポンプ施設が１箇所、送配水

管路が 105.505㎞ある。これらの送配水施設の更新にあたっては、重要度が高く、耐用年数が短

い送配水管路を優先的に更新する計画とする。 

送配水管路の総延長 105.505 ㎞のうち、計画水量に対して口径不足や耐用年数 40 年を超える

もの、水道施設としての重要度が高く耐震化が必要な区間、更新期間中に耐用年数を迎える管路

82.715kmを更新対象として計画する。 

これらの管路の更新費用は高額であり、短期間での更新は不可能である。年間で施工可能な金

額を 2.5億円程度に設定し、重要度が高い管路から更新していくものとして考えると、施工期間

が 17 年間必要となるため、取水施設の整備と調整を図りながら、計画的に対象管路の更新を進

めていく。 

 

 

 

６．まとめ 
 

本計画は、施設の耐用年数及び老朽化の状況から更新の優先を検討した計画となっており、年

度ごとの事業費等については、現時点での概算額であり、精度を上げていく必要がある。 

このため、令和７年度に策定する「水道事業経営戦略」において、本計画の内容を反映した投

資財政計画の検討を行い、より精度の高い基本計画を目指していく。 
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